
ズ
而
四
年
六
凶
2
一
寸
一
日
鏑
宝
酒
'
m
m鞠
認
可
内
録
地
一
則
一
日
届
回
行
V

春九十ニ二詣喜再一摂

有fcr電量日ー-1'事』ゴ&J主 R9"1'" o召

品

調

峰

歳

消
費
税
の
目
的
及
物
鵠
・
・
・
・
・
・
法
単
一
博
士
紳
戸

労

銀

の

理

論

-

-

-

-

-

E

-

・
目
司
文
革
博
士
高
回

語

眠

常

犯

ケ
ネ
!
の
租
税
理
論

-

-

e

'

E

E

怯
串
オ
山
口
正
太
郎

セ
イ
の
販
路
説
に
就
て
E

E

-

-

E

細
尚
早
士
谷
口
吉
彦

シ

ュ

ピ

イ

ト

ホ

フ

の

景

筑

循

環

論

目

組

持

刷

工

静

均

諸

問

噛

演

我

国

民

経

済

の

貰

相

・

・

-

時

串

J

脇

田

悟

錦

臓

再
び
佐
田
介
石
に
就
い
て
-
一
笠
間
四
F
げ
問
中

プ
ロ
イ
セ
ン
の
地
方
税
制

a

E

相
出
肌
午
」
J

動
大
量
ご
静
大
量
-
-
-
-
-
純
情

mI

輔
逗
フ
ラ
ン
ス
艇
清
皐
界
の
傾
向
制
浦
市
J
F

最
近
英
闘
に
於
げ
る
強
算
の
業
績
制
州
市
上

近
著
外
岡
鰹
漕
雑
誌
主
要
論
阻

(
禁
~

臓

開

保正

，馬雄

円

HI
 

山

室

宗

文

本

庄

柴

治

郎

安
田
一
冗
七

木

村

喜

一

郎

松

岡

孝

児

中

川

典

之

助



読

多E

ケ

ネ

の

租

税

理

論

1
 

.Hμ 

太

夏目

日

正

し
リ

γ)
 

-. -;~;:::O 

lにZ

英
圃
L
於
り
る
重
度
血
干
波
碗
究
ゆ
構
成
た
る
ヒ
ッ
グ
λ

氏
は
、
ゲ
キ
ー
が
蛍
時
日
夕
ラ
Y

4

1

ル
及
び
デ
イ
デ
ロ

ー
を
編
輯
者
正
せ
る
ア

y
v
p
w
ペ
デ
ィ

1
に
「
人
間
』
Z
O
B
自
由
「
租
枕
」
円
自
問
u
p
昨
「
金
利
』
H

己

rm門

Lo--R四百円

の
三
論
文
を
寄
稿
し
よ
う
巴
準
備
し
て
ゐ
た
が
.
ア
Y

V

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
が
一
七
五
七
年
以
降
、
宵
越
の
忌
む
彪

ご
な
っ
た
か
ら
、
之
が
寄
稿
を
断
念
し
て
ゐ
る
中
に
之
等
の
原
稿
は
行
衛
不
明
Z
な
り
、
僅
か
に
「
人
間
」
の
原
稿

一
入
九

O
年
に
む
里
り
国
民
闘
書
館
の
原
稿
の
部
吋
、

れ
、
他
の
ニ
論
文
は
散
飲
し
て
了
ま
っ
た
ご
云
っ
て
ゐ
る
。

バ
ク
ェ
ル
氏
に
よ
っ
て
畿
見
古

の
み
、

V

A

一
プ
プ
ァ

y

、

ゲ
ヰ
ー
が
後
に
一
七
六
六
年
一
月
『
農
業
、
商
業
及
び
財
政

雑
誌
」
守
口
ヨ
巳
仏

0
2四『刊の巳
Z
F
合

B
E
E
2
2
2
L
E
出

E
5
2
に
「
金
利
に
閲
す
る
考
察
』
ご
題
す
る
一
文

を
脅
し
て
居

i
且
つ
失
は
れ
た
る
原
稿
が
今
迄
仁
後
見
さ
れ
な
い
こ
ご
か
ら
推
し

τ、
多
分
一
雑
誌
に
後
表

蕗
が
此
失
は
れ
た
る
二
つ
の
論
文
中
「
金
利
』
は
、

詑

苑

第
二
十
九
笹

第

貌

~'I 
:1i. 

四
n. 

ケ
ネ

1
の
秘
軸
瑚
歯

Higgs， Thc Ph)引 ocrats.1897. p. 35 l) 



q
-
、

E
J
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し
た
も
の
が
、
其
失
は
れ
た
原
稿
に
蛍
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
正
一
去
は
れ
て
ゐ
る
。
此
論
文
は
ヰ
ン
ケ
Y

編
集

ω

「
ケ
ヰ

l
全
集
」
巾
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
誰
で
も
容
易
に
見
る
-
」
芭
が
山
古
ゆ
る
。

今
一
つ
の
止
〈
什
枯
れ
た
る
原
稿
「
租
税
』
は
キ
ひ
に
し
て
、
同

E
件
。
当
日
吉
川
立
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
る
-
て
と

が
明
か
ご
な
っ
た
、
此
原
稿
の
品
川
臼
に
は
各
所
に
チ
ユ
戸
ゴ
!
の
手
に
な
れ
る
世
田
入
れ
が
ゐ
る
、
此
原
稿
は
V
エ

ー
ル
氏
に
よ
っ
じ
「
絞
泌
及
び
枇
品
問
問
中
設
雑
誌
」
創
刊
年
り
第
二
放
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

語t

註

現』

ケ
ネ

l
白
租
松
割
前

第
二
ト
九
径

四
六

費量

勤皇

此州一制」
l

利
枕
L
O
J作
者
は
門
門
戸

E
E
O
H
r
g
H
F
ト
F
E同

FOHOロ
リ
内
両
氏
制
森
山
国
戸
E
0
4百
b

日
川
辺
文
附
組
日
位
。
中
に
蛾
せ
ら
れ

て
日
州
り
、
テ

3

ル
ー
ー
の
書
入
れ
が
あ
る
日
を
も
把
し
て
ゐ
る
が
、
州
耐
仙
川
止
地
日
り
を
1.υ

ュ
で
あ
リ
、
チ
ー
ル
，
z
f
M
一一一イ削此
J
Uリ
l

つ一一一

3
 

年
中
川
、
此
地
に
知
事
と
し
亡
赴
任
し
て
ゐ
た
こ
と
か

ι多
分
ケ
」
イ
1

0

此
原
稿
を
品
川
に
手
元
に
世
き
料
任
に
際
し
て
州
立
文
昨
に
官
記
し
た
も

りと川山ム。

尤
も
ク
マ
!
の
祖
税
理
論
は
此
論
文
内
他
に
、
ミ
ラ
ポ

1
Z
の
共
著
た
る
「
祖
税
理
論
」
叶
「
小
0
1
0

骨
三
E
1
F

q
m
D
H
A
ぴ
「
良
部
訴
事
」
可
日
比
一
o
E勺
E
O
E日一
P
H
1
3

に
遁
べ
ら
れ
、
ケ
ヰ
|
全
集
中
に
枚
め
ら
れ
た
る
吋
農
業

図
的
経
済
政
治

ω
一
般
的
治
一
言
」
に
も
言
及
色
れ
て
ゐ
る
.
克
に
は
叉
、
ケ
キ
ー
が
経
済
率
的
過
作
り
最
初
山
も

の
た
る
『
殺
物
論
』
「
小
作
人
論
」
山
り
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
此
二
つ
の
論
文
に
は
ク
ヰ

I
筏
年
の
租
税
理
論
正

L
て

特
色
あ
る
土
地
車
杭
論
の
論
旨
は
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
局
な
い
が
ら
、
之
を
考
察
の
外
仁
泣
き
、
本
筋
で
は
霊
鹿

島
a

探
租
税
理
論
の
基
礎
た
る
ケ
ヰ

1
の
土
地
草
枕
論
の
要
旨
を
研
先

L
ゃ
う

Z
忠
ふ
。

農
業
ご
純
牧
入

Noticc P乱rSchelle，什 Impot par Quesnay'¥Revuc c]'I-lisloire des 

doctdnes economiques ct 5ociales. 1908 l'¥n. 2. }l. 138 

拙者「重良訳組出皐由人々』白'i目、チユルゴーの事参!iffo
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3) 



ゲ
キ

1ω
布
名
な
る
「
経
燐
表
』
に
於
け
る
三
つ
の
階
級
の
中
、
地
主
H
A
ぴ
主
縦
者
階
絞
の
年
早
一
党
〈
る
所
得
な

る
も
の
は
生
主
航
者
階
級
た
る
農
民
が
耕
作
に
よ
っ

τ得
た
る
総
生
産
物

ω巾
か
ら
・
生
産
山
立
を
控
除
し
た
剰
俄
た

る
純
股
入
官
。
含
昨
日
円
で
支
挑
は
札
る
。
「
此
階
級
(
地
主
及
び
主
拙
者
附
紙
)
は
生
産
者
階
級
が
年
b

作
り
出
す
再
生

産
物
か
ら
彼
等
宣
告
有
附
赦
)
的
年
b

の
前
挑
(
技
下
位
き
を
取
戻
す
た
め
に
・
且
つ
耕
作
の
技
用
合
償
ふ
た
め
に
必

要
な
る
富
を
控
除
し
た
彼
に
・
生
産
者
階
級
に
よ
り
年
々
支
抑
は
る
、
一
昆

ω所
得
・
或
は
耕
作
の
「
純
牧
入
」
に
よ

っ

τ維
持
し
行
〈
も

ωで
あ
る
。
」
従

τ地
主
及
び
主
捕
者
の
所
得
は
農
民

ω作
b
出
す
純
牧
入
か
ら
成
h
立
つ
、

主
拙
者

ω年
な
の
所
得
は
印
九
机
枇
で
あ
る
か
ら
、
川
枇
は
純
枚
入
か
ら
生
み
出
3
れ
る
己
一
五
ひ
得
'
ミ
此
純
吹

λ
な
る
も
の
は
荒
廃
車
仮

ω
般
本
主
張

ω
一
つ
で
あ
り
、
此
派

ω特
色
を
一
市
す
も
山
り
で
ゐ
る
が
、
ゲ
?
ー
に
よ
れ

ば
此
純
牧
入
の
み
が
年
々
の
凶
宙

ω蓄
積
を
生
す
る
も
ゆ
で
・
此
純
枚
入
a

ぜ
生
み
出
す
階
級
、
印
も
山
脱
民
階
級
ゆ

み
が
生
産
者
階
級
で
ゐ
る

U

商
工
業
者
階
放
は
倒
他
山
り
移
鱒
を
な
す
も
倒
値
を
増
加
せ
し
む
る
も
り
で
は
な
い
1

0

般
令
似
他
を
附
付
加
へ
る
-
}
ご
が
ゐ
っ
て
も
・
共
附
加
さ
れ
た
右
側
他
は
彼
等

ω
日
慌
の
泊
投
を
償
ふ
こ
と
に
向

け
ら
れ
、
剰
除
を
生
み
出
す
も
山
で
は
な
い
、
そ
れ
で
此
階
級
を
不
生
産
階
級

n
E目
。
再
生
一
ω
ピ
呼
ぶ
、
大
館
に

於
て
此
階
級
は
共
生
活
設
を
彼
等
自
身
支
跡
ふ
り
で
は
な
〈
.
生
産
者
階
級
比
び
之
よ
り
所
得
を
受
付
る
地
主
階

級
に
よ
っ
て
文
搬
は
れ
い
る
。
「
不
生
産
階
級
は
農
業
以
外
の
勤
務
、
第
仰
に
従
事
す
る
総

τ的
人
々
よ
ち
成
る
、

彼
等
の
費
用

ι
8
0
5
2
は
生
産
者
階
級
正
・
並
び
に
生
産
者
階
級
か
ら
所
得
を
待
つ
、
ゐ
る
蕗
の
地
主
階
級
ご

か
ら
支
蝋
は
る
o
」
商
工
業
者
階
以
-hr
不
生
産
階
級
で
ゐ
る
さ
一
去
ム
駄
に
就
て
重
農
場
波
及
割
論
者
の
攻
撃
は
集

ス
ミ
ー
は
巧
み
な
る
替
で
抑
掠

L
て
ゐ
る
、
二
人
L
か
子
供
を
生
ま

中
古
れ
て
ゐ
る
、
人
も
知
る
如
〈
ア
ダ
ム
、

設

手E

四
七

第
=
十
九
位
廿

四
七

ケ
ネ

l
白
相
秘
聞
論

第

量E

Quesnay， Anal~'se du tableau eco川町川町 OClIvres.p. 308 

Qu口 nay，Ibid. jJ. 309 
4) 
5) 



設

苑

第
二
十
九
巻

四
月、

ケ
ネ

E
の
租
税
理
論

第

抗

四
八

な
い
雨
剥
は
、
人
口
増
殖
に
何
等
寄
興
す
る
彪
は
な
い
、

る
、
三
人
以
上
の
子
供
を
生
h
u
雨
親
は
人
日
増
殖
に
寄
山
持
す
る
ニ
ピ
は
副
賞
で
ゐ
る
、
乍
然
、
三
人
以
上
砂
子
供

を
も
っ
雨
親
の
み
が
、
子
供
全
産
ん
だ
正
一
五
ひ
、
二
人
セ
産
ん
に
貌
は
子
供
台
車
風
土
宇
ご
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う

か
、
商
工
業
者
階
級
は
仮
A
T
剰
除
を
生
守
な
い
ピ
限
定
し
て
も
、
生
産
せ
な
い
ど
は
一
式
へ
な
い
で
は
な
い
か

t
o

此
補
の
反
対
は
多
〈
の
人
々
仁
よ
っ
て
繰
返
苫
れ
て
ぬ
品
、
乍
然
宜
展
事
派
に
ぬ
っ
て
は
償
低
の
附
け
加
へ
己
・

倒
佐
山
増
加
ご
は
会
〈
性
質
の
回
持
っ
た
も
の
さ
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
、
二
人
迄
の
子
供
ご
・
一
二
人
以
上
の
一
子
供
ご
は

此
振
に
あ
っ
て
は
性
質
が
金
〈
具
っ
た
も
の
な
の
で
ゐ
る
・
師
岡
他
の
附
け
加
へ
が
ゐ
h
、
そ
れ
が
生
成
山
賞
金
術
ふ

場
合
己
、
冊
恨
値
の
増
加
が
生
産
相
立
以
上
に
剰
俄
ご
な
る
場
合

t
は
性
質
が
臭
っ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
、
此
振
り
ペ

メ

U
F
Y
Z
1
、
ド
、

-7
、
リ
ピ
品

1
U
F
が
「
附
け
加
へ
は
増
加
で
は
な
い
」
包
岳
民
o
E
2
2
p
.
2同
町
民
吉
己
門
目
立

{2

t
云
っ
た
の
は
此
意
味
で
あ
る
、
剰
除
を
生
む
こ
正
、
帥
も
純
牧
入
を
請
す
こ
ご
が
此
減
の
最
大
限
目
で
ゐ
る
か

ら
、
之
を
生
ま
な
い
も
の
を
不
生
産
的
正
呼
ん
で
も
去
も
差
支
は
な
い
。
反
謝
論
者
は
不
生
産
的
の
語
句
に
拘
泥

二
人
の
子
供
は
刷
貌
の
死
を
補
ム

rげ
に
炉
ら
で
あ

L
て
、
重
農
肌
午
、
娠
の
本
旨
を
誤
解
せ
る
も
の
で
あ
る
。

き
て
純
枚
入
は
生
産
者
階
級
た
る
農
民

ω生
む
践
で
ゐ
る
が
、
此
農
民
の
活
動
な
る
も
の
は
、
土
地
に
依
与
し

τゐ
る
ご
云
ふ
特
徴
を
も
っ
て
居
h
、
土
地
正
農
民
の
労
働
ご
の
化
合
物
ご
し
て
初
め

τ純
牧
入
が
欝
さ
れ
る
、

唯
労
働
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
商
工
業
者
も
等
し
〈
働
さ
っ
、
あ
る

ω
で
あ
る
が
、
彼
等
が
純
枚
入
を
粛
さ
な
い
の

は
土
地
そ
の
も
仰
を
耕
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
、
従
て
土
地
は
純
般
入
の
唯
一
の
根
源
で
あ
h
『
土
地
が
富
の
唯
一

の
根
川
酬
で
ゐ
る
。
」
尤
も
土
地
が
富
山
り
唯
一
の
根
源
で
あ
る
Z
云
ふ
意
味
に
於
て
、
土
地
か
ら
採
掘
す
る
鱗
業
も

Adam Smith， ¥Veallh of Nalions 仁annan'scd. VD1. II. p. 173 
Gide et Rist. Histoire des doctrincs economigllcs， 5 cd. '926. p. q 

Quesn弓y，Maximes generales. OCU¥"res. p・337
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亦
農
業
吉
岡
じ
カ
ア
プ
ソ

1
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
己
の
疑
問
が
生
十
る
が
、
農
業
に
於
て
は
年
々
新
し
〈

果
貨
が
後
生
す
る
が
、
備
業
に
於
て
は
元
本
そ
の
も
の
が
採
掘
せ
ら
れ
る
の
で
冒
何
等
資
本
を
段
損
す
る
こ
芭
な

〈
年
々
繰
返
し

τ得
ら
れ
る
純
牧
入
の
観
念
は
鍍
業
に
は
適
用
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
c

ク
ヰ
ー
に
よ
れ
ば
商
工
業
者
階
級
も
亦
、
彼
等
が
直
接
業
務
に
従
事
す
る
費
用
E
、
共
闘
の
彼
等

ω食
料
等
の

間
接
の
費
用
正
を
要
す
る
・
従
て
彼
等
も
何
等
か
の
一
債
低
の
増
加
を
目
的
正
し
て
行
品
局
す
る
の
で
な
り
れ
ば
生
活

L
得
な
い
理
由
で
あ
る
、
確
伊
に
彼
等
ち
償
備
を
附
加
し
て
ぬ
る
・
然
L
彼
等

ω附
加
し
た
傑
値
は
丁
度
彼
等
の

山
到
し
た
第
働
九
百
孔
F

彼
等

ω英
同

ω生
活
設
に
該
賞
す
る
ど
り
で
剃
品
開
営
陸
生
す
る
も
の
で
は
な
い
U

今
一
歩
世

誠
つ

τ煩
値
の
剰
除
を
生
じ
た
ど
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
等
が
儲
り
た
の
で
、
生
産
し
た
の
で
は
な
い
、
戸
、
ト
H

1
月
の
一
五
へ
ゐ
如
〈
、
「
此
利
益
は
彼
等
が
生
庫

L
允
の
で
は
な
〈
、
儲
け
た
の
で
め
る
』
ν

農
民
が
作
ち
出

L
た

績
低
を
彼
等
り
予
に
移
し

τ儲
け
た
い
け
な
の
で
ゐ
る
。
異
に
生
産
す
る
の
は
土
地
を
耕
す
農
民
だ
り
で
あ
b
.

農
民
の
慾
些
を
揃
足
せ
し
め
る
た
め
商
工
業
者
は
存
在
す
る
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
、
調
は
い
商
工
業
者
は
農
民
か

ら
俸
給
を
奥
え
ら
れ
て
居
る
蕗
の
被
傭
者
で
あ
る
・
後
に
チ

a

p
ゴ

1
は
・
ケ
キ
ー
が
商
何
本
若
者
を
不
生
産
階
級

E
呼
ん
に
が
た
め
、
世
上
の
攻
撃
を
受
げ
た
に
鑑
み
、
此
階
級
を
俸
給
者
階
絞
E
名
付
H
H
U
は
此
意
味
に
他
な
ら

な
い
。
農
民
階
級
は
純
牧
入
な
る
剰
俄
を
有
す
る
か
ら
、
之
を
使
用
し

τ、
商
工
業
者
階
級
か
ら
彼
等
の
争
遺
に

腿
千
る
物
品
を
購
入
し
、
践
は
製
作
せ
し
め
る
、
新
〈
て
重
燥
感
・
振
の
所
設
に
従
へ
ば
農
業
の
み
が
唯
一
の
純
牧

入
を
殺
生
す
る
生
産
業
な
の
で
あ
る
。

民

宛

ケ
ネ

I
白
租
枕
理
論

第
二
十
九
巷

四
九

第

観

四
iJ. 

Gide et Rist. Ibid. p. 16 
Qllesnay， Irnp紅白 RCVLled'lIistoire des doctr】nes白unorniqueset socia-
10'. '905，_ P白 144.
Gide et Rist. 1bid. p. 15. 
Turgot， Retlections ~on nie formatiuil and the distrihution of riches. 
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詑

ケ
ネ

1
白
租
枕
刺
論

第
二
十
九
巻

五
O 

五
O 

第

掠

苑

一一
純
枚
入
さ
単
一
課
税

租
税
の
徴
収
が
閥
宮
川
一
増
加
古
生
産
業
り
畿
桂
子
炉
」
阻
止
せ
な
い
こ
Z
を
一
つ
の
理
想
ご
す
る
な
ら
ば
、
重
鹿

島
e

械
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
そ
は
常
然
純
収
入
に
の
み
凱
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o
純
肱
入
は
唯
一
の

生
庫
業
者
h
h
b
浪
民
階
級
が
年
々
の
投
下
資
本
佐
岡
牧
し
、
狛
共
以
上
に
彼
等
山
手
元
に
残
る
剃
俄
で
あ
る
か
ら

で
ゐ
品
。
蕗
が
此
剰
俄
が
終
消
去
の
則
の
循
説
じ
従
へ
ば
二
つ
の
方
両
に
支
梯
は
れ
る
、
一
つ
は
不
生
産
階
級
た

る
商
工
業
者
へ
、
彼
等
農
民
の
生
活
必
要
品
農
具
其
他
の
慾
留
一
充
足
の
財
の
購
買
代
田
明
言
し
て
、
他
は
地
主
へ
の

地
代
ご
し
て
支
掛
は
る
、
此
出
陣
に
注
意
す
べ
き
は
ゲ
ヰ

1
に
於
て
は
地
代
は
剰
除
た
る
純
牧
入
か
ら
支
挑
は
れ
る

か
ら
生
産
設
を
構
成
せ
な
い
I
Z
云
う
こ
ど
で
あ
る
唱
今
若
し
自
由
競
守
の
結
果
、
農
産
物
の
調
格
低
落
す
れ
ば
剰

ゆ

僚
た
る
純
枚
入
の
存
せ

5
る
こ
ご
も
あ
る
ω
従
て
此
際
は
地
代
は
晶
羽
生
ゼ
な
い
。
論
者
の
中
に
は
貫
農
皐
源
が
工

業
を
以
て
単
に
材
料
に
加
工
す
る
に
過
ぎ
な
い
で
何
物
を
も
作
b
出
き
な
い
が
農
業
は
之
仁
反
L
新
し
〈
物
質
を

作
b
出
す
ご
一
お
っ
た
粘
か
ら
純
牧
入
な
る
も
の
は
斯
〈
農
業
者
が
作
b
附
し
た
剰
俄
物
質
ご
な
す
人
が
あ
る
が
、

そ
し
て
叉
純
牧
入
な
る
原
語
官
。
巳
氏
門
口
町
同
が
生
産
物
言
。
ι
吾
ピ
云
ム
宇
を
使
用
し
て
ゐ
る
か
ら
中
義
上
、
物

質
ぞ
の
も
の
を
意
味
す
る
か
に
解
す
る
人
も
あ
る
が
、
賞
血
属
皐
波
に
於
り
る
純
牧
入
は
償
値
で
あ
っ
て
物
質
そ
の

も
の
で
は
な
い
、
従
て
現
-
貨
に
農
業
生
産
が
あ
っ
て
も
純
牧
入
の
費
生
せ
な
い
場
合
も
亦
存
す
る
詳
で
あ
る
o

き
て
純
股
入
の
一
部
は
地
代
ご
し
て
地
去
の
手
仁
移
る
の
で
あ
る
が
、
此
振
の
考
に
よ
れ
ば
主
榔
者
も
亦
土
地

に
謝
し
て
は
地
主
ご
共
に
共
同
所
有
者

C
・官

01b宮
町
内
な
の
で
あ
る
、
主
梯
者
は
英
国
内
に
於
U
Z
土
地
じ
謝

1770. Eng. traI】slation.Economic classics， (:d. by Ashley" p. 10. 

Gidc ct Rist. lbid. p. 17・13) 



し
て
は
所
有
権
が
ゐ
る
か
ら
、
地
主
Z
共
同
に
所
有
L
て
ゐ
る
ご
考
へ
る
。
従
て
主
催
者
も
亦
・
地
代
を
請
求
L

得
る
楢
利
が
ゐ
る
、
之
が
土
地
に
謝
す
る
租
税
で
ゐ
る
、
乍
然
地
主
に
謝
す
る
地
代

ε、
国
家
に
謝
す
る
地
代
ご

を
例
別
に
農
民
階
級
か
ら
取
立
つ
る
こ
ぜ
は
不
便
で
ゐ
る
か
ら
地
代
正
し
て
は
地
主
り
み
之
を
納
め
某
所
得
に
謝

し
て
課
税
す
る
。
斯
〈
て
租
税
は
地
主

ω
土
地
に
咽
到
し
て
の
み
徴
牧
す
る
-
』
正
、
な
る
。
租
枕
の
本
市
ゅ
の
封
象
は

純
枚
入
で
ゐ
る
げ
れ
ど
も
、
比
純
吹
入
を
後
生
す
る
基
礎
は
土
地
で
あ
る
か
ら

h

樽
じ
て
土
地
そ
の
も
り
が
課
税

の
掛
象
ぜ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

両
工
業
者
階
級
は
前
に
も
漣
吋
た
如
〈
、
体
給
者
階
級
苫
も
云
つ

1
」
い
税
皮
ド
.
農
民
階
級
じ
ょ
っ

τ義
は

れ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
彼
等
の
所
得
に
謀
枕
す
る
時
は
、
彼
等
は
泊
投
を
節
約
し
て
之
に
騰
す
る
よ
り
他
に

方
法
が
な
い
、
彼
等
は
拙
労
働
を
提
供
し
て
生
活
し
一
1
ぬ
る
の
で
め
る
か
ら
、
彼
等
に
課
税
す
る
こ
正
は
勢
働
に
疎

枕
す
る
こ
正
、
な
る
労
働
に
課
税
す
る
な
ら
ば
、
そ
は
営
然
其
勢
働
を
受
川
、
る
雇
主
の
側
が
租
税
を
負
措
ず
べ

き
で
ゐ
る
。
町
内
に
謀
枕
す
る
叫
は
、
府
内
の
・
所
布
主
が
之
を
支
抑
ふ
ご
等
L
い
引
従
て
商
工
業
者
に
は
租
税
を
謀
す

べ
き
も
の
で
な
〈
、
者
し
叩
附
す
る
ご
し
て
も
そ
は
彼
等
仁
生
活
費
を
給
す
る
農
民
階
級
よ
h
支
抑
は
し
む
べ
き
で

あ
る
、
此
貼
か
ら
し
工
も
結
局
租
枕
の
泉
一
ぬ
は
純
般
入
仁
鯖
着
す
る
。
叉
商
業
者
そ
の
者
へ
叩
附
す
る
の
で
は
な

(
、
商
品
に
課
税
す
る
こ
ど
、
す
れ
ば
装
結
果
農
民
階
級
の
耕
作
費
を
増
加
し
、
彼
等
の
牧
入
を
滅
す
る
-
』
芭
、

な
b
、
商
品
の
中
・
食
船
口
聞
の
如
き
は
其
諜
税
に
よ
っ
て
、
各
階
級
全
部
に
負
捻
士
増
加
せ
し
む
る
こ

Z

、
な

る
γ
加
之
、
租
税
技
術
上
、
之
が
謀
税
は
徴
牧
叫
立
を
要
す
る
こ
ピ
頗
る
大
で
あ
っ
て
土
地
課
税
に
比
す
べ
く
も
な

vc
唯
、
和
的
の
如
き
土
地
狭
〈
、
生
業
を
主
ご
し
て
尚
業
に
仰
い
で
ゐ
る
小
国
に
於
て
は
土
地
謀
税
は
不
可
能

l詰

手E

互I

第
ニ
十
九
容

ケ
ネ

1
0
租
軸
理
論

第

班

五

vol. 1 Denis， Histoil'e des systemes econonliIques d socialistes， 1904-

p. '78 
Quesnay， Maximes generales. Oeuvres. p. 338 

Quesnay， Impot， Revl1.e. p・154.Oeuvres. p. 33自
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で
あ
る
か
ら
、
商
品
及
び
商
業
に
課
税
す
る
は
不
止
得
る
こ

E
で
あ
る
剖
従
て
此
意
味
に
於
て
ケ
ヰ
ー
は
土
地
車

税
論
に
例
外
を
認
め
て
居
る
の
で
純
粋
な
る
草
枕
論
者
己
は
云
へ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
然
し
ケ
ヰ
ー
に
よ
れ
ば

農
業
を
除
外
し
た
や
う
な
園
は
彼
の
所
前
「
経
済
闘
家
」
の
中
に
入
ら
な
い
の
で
ゐ
る
か
ら
、
彼
の
皐
設
の
時
系
外

に
置
い
た
も
の
ご
見
て
よ
い
の
で
ゐ
る
。

純
枚
入
戒
は
土
地
に
の
み
課
税
し
、
他
の
如
何
な
る
財
源
に
も
課
税
せ
な
い
ご
云
ム
二
百
は
、
敢
闘
属
事
減
に
己

つ
て
は
、
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
、
如
何
な
る
業
務
に
も
、
彼
等
の
聞
を
流
通
す
る
財
の
償
値
に
擾
勤
な
が
ら
し

め
、
彼
等
に
損
害
を
加
え
る
こ
己
を
防
向
、
随
一
の
方
法
正
考
へ
た
か
ら
で
あ
る
、
蓋
し
土
地
の
み
純
牧
入
hr
費
生

し
、
純
枚
入
は
剃
倹
で
之
に
課
税
す
る
も
産
業
の
基
礎
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
チ
ユ
U
F

ゴ
ー
も

一z
h
る
如
〈
、
我
等
に
残
苫
れ
た
る
仕
事
は
総
て
の
伺
低
を
し
て
、
彼
等
相
互
の
問
に
磁
化
な
か
ら
し
む
に
あ

る
。
純
牧
入
以
外
に
課
税
す
れ
ば
直
も
に
他
に
時
嫁
苫
る
、
、
こ
吉
、
な
・
9
、
種
々
な
る
方
面
の
樹
値
に
動
揺
を
生

十
る
に
至
る
o
同
民
の
経
済
生
活
に
勤
携
を
生
母
し
め
す
に
徴
税
す
る
方
法
は
純
牧
入
に
課
す
る
よ
ち
以
外
に
は

な
い
の
で
ゐ
る
。
純
牧
入
課
税
ご
似
て
非
な
る
も
の
は
土
地
の
面
積
に
感
じ
て
生
産
物
の
若
干
を
貨
物
で
納
付
せ

し
め
る
制
度
で
あ
る
、
「
乍
然
此
課
税
方
法
は
純
枚
入
芭
無
関
係
で
あ
っ
て
、
土
地
の
帰
せ
た
る
蕗
で
は
負
携
過

重
ご
な
b
農
業
を
哀
調
胴
せ
し
め
る
o
」
純
牧
入
は
費
用
を
控
除
し
花
岡
慣
値
の
差
で
あ
っ
て
、
質
物
そ
の
も

ω
で
は

な
〈
.
土
地
の
熔
せ
た
る
彪
で
は
、
そ
れ
に
け
純
牧
入
も
少
い
わ
り
で
あ
る
か
ら
面
積
に
肱
じ
て
貨
物
で
納
付
せ

し
む
る
場
合
に
比

L
・
農
業
を
衰
額
せ
し
む
る
こ
ご
の
快
が
な
い
わ
け
で
あ
る
o

グ
ヰ

1
の
主
張
す
る
純
枚
入
課

税
は
農
民
を
し
て
年
止
の
再
生
産
を
繰
返
苦
し
め
、
其
牧
入
を
減
壱

F
ら
ん
こ
Z
を
目
的
Z
す
る
の
で
あ
る
か

誼

苑

宝E

鋳

掛

ケ
ネ

E
白
租
積
圃
誼

五

339. Oncken. Geschichte der Quesnay. Maximes genera1es. Oeuvres. p 
Nationalokonomie. 1922. S. 385・
Denis. Ibid. p. 176. 

Quesnay， Maximes generales. p. 339・
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ら
、
彼
は
大
農
経
笹
に
比
し
、

却

こ
ご
を
云
っ
て
ゐ
る
。

小
農
経
岨
百
の
純
枚
入
の
頗
る
小
な
る
場
合
を
噛
思
想
し
、
岡
率
の
課
税
の
不
可
な
る

き

τケ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
課
税
の
謝
象
正
な
る
も
の
は
大
別
し
て
六
種
ゐ
る
、
土
地
、
生
産
物
、
入
、
帥
労
働
、
商

品
、
勤
勢
佐
提
供
す
る
勤
物
、
之
で
め
る
、
之
等
は
各
々
謀
殺
の
劃
象
E
な
b
得
る
も
の
で
あ
る
が
.
押
し
つ
め

て
考
へ
る
正
之
等
の
も
の
、
所
得

ω殺
生
は
結
局
土
地
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
、
土
地
を
除
外
す
る
吉
之
等

ωも

の
、
所
得
は
獅
立
L
τ
考
へ
も
れ
な
い
、
牛
馬
に
課
税
す
る
ご
す
れ
ば
、
そ
の
牛
馬
が
土
地
の
耕
作
に
使
用
せ

ι

れ
、
土
地
か
ら
純
牧
入
eT
生
み
、
明
，
ぞ
の
純
収
入
か
ら
結
局
支
醐
酬
は
れ
る
こ
古
、
な
る
、
ぞ
れ
で
之
等
各
栂
の
も
の

に
課
税
す
る
の
を
鹿
L
て
土
地
切
み
に
叩
附
す
れ
ば
総
ー
が
統
一
宮
れ
、
六
種
の
も
の
が
一
種
正
な
っ
て
徴
税
授
も

六
分
の
一
で
よ
い
わ
り
で
ゐ
る
c

以
上
は
ケ
ヰ
!
の
土
地
草
枕
論
の
積
極
的
主
張
の
要
旨
で
あ
る
が
、
次
に
草
枕

ピ
す
れ
ば
岡
家
の
財
政
を
支
軸
附
す
る
に
足
る
や
う
に
す
る
に
は
如
何
な
る
率
を
課
す
べ
き
か
い
V

問
題
正
な
る
。

四

純
牧
入
課
税
率
ざ
使
途

租
税
を
土
地
の
純
牧
入

ωみ
に
践
す
る
こ
吉
、
す
れ
ば
其
率
は
幾
何
で
あ
ら
う
か
、
一
七
八
一
年
の
仰
蘭
西

ω

拡

歳
出
は
‘
キ
ッ
カ
!
の
計
算
に
よ
れ
ば
六
億
一
千
高
フ
ラ
ン
で
ゐ
っ
た
o

而
し
て
ゲ
ヰ
ー
が
之
よ
h
以
前
、
「
経

済
表
の
分
析
」
に
於
て
、
仰
蘭
西
金
岡
一
ヶ
年
の
純
投
入
同
同
を
二
十
億
7
9
y
t
般
定
し
、
現
税
を
純
牧
入
綱
領

の
七
分
の
ニ
ご
す
れ
ば
五
億
七
千
三
百
高
フ
ラ
V

に
漣
し
u

殆
ん
ど
貸
際
上
の
歳
出
に
該
嘗
す
る
吉
見
積
っ
た
の

で
あ
る
が
、
若
し
此
計
算
に
大
な
る
池
山
政
な
し
ご
す
れ
ば
、
土
地
車
税
E
し
て
某
率
は
純
収
入
の
七
分
の
一
一
、
乃

股

苑

ケ
ネ
・
・
白
租
蹴
唖
齢

豆

第
二
十
九
巻

五

第一一揖

Quesnay， Ibid. p・ 340•

Quesnay， Ibid. p. J3'ヲ
Gide et Rist. Ibid. p. 45. note. I. 
Ques凹 :y.Analyse du阻bleaueconomique 仏はvres.p. 3日目

20) 

21) 

22) 
Z3) 



話

要E

t再

拙

第
ニ
十
九
谷

五
回

ケ
ネ

I

D
租
枕
現
歯

五
四

歪
三
分

ω
一
な
れ
ば
足
る
わ
り
で
b
る
。
此
一
概
の
ポ

1
ド

1
借
正
は
二
十
分
の
六
ご
訂
正
し
て
ゐ
る
が
、
先
づ
三

分
の
一

Z
見
積
つ

τよ
か
ら
う
O

ゲ
ヰ
ー
に
よ
札
ば
地
主
は
生
蕗
者
階
級
た
る
農
民
か
ら
毎
年
純
枚
入
を
受
取

h
、
茸
(
中
の
七
分
の
ニ
を
租
税
Z
し
て
岡
家
に
納
付
す
る
・
地
主
は
一
時
之
だ
け
を
い
吐
抑
ム
ゃ
う
で
ゐ
る
が
、
質

は
比
税
額
は
誰
り
負
縫
己
も
な
ら
な
い
、
ぞ
れ
は
土
地
の
一
債
格
は
毎
時
も
、
純
牧
人
か
ら
此
枚
衡
を
差
引
い
た
も

の
を
利
率
ピ
し
て
資
本
化
し
て
定
ぷ
る
か
ら
で
あ
る
、
例
へ
ば
毎
年
純
収
入
一
誠

y
l
プ
Y

や
・
生
す
る
土
地
が
み

る
ご
し
て
利
率
五
歩
を
以
て
資
本
化
す
る
時
は
比
土
地
の
偲
格
は
二
十
高
ηノ

1
プ
W

で
あ
る
、
然
る
仁
純
牧
入
の

約
三
分
の
一
が
租
税
正
し
て
差
引
か
晶
、
こ

Z
、
な
る
之
、
机
枕
州
制
は
約
三
千

9
1
プ
Y

で
あ
る
か
ら
、
地
主
の

手
に
残
る
は
七
千

9
1プ
F

Z

な
る
、
そ
れ
で
此
七
千

9
l
プ
F

を
五
歩
で
資
本
化
す
る
時
は
十
四
高

9
1プ
UN

E
な
る
、
従
て
此
土
地
は
十
四
高

P
1プ
戸
の
一
回
四
格
で
山
氏
賀
さ
れ
る
よ
ピ
、
な
る
か
ら
、
之
を
勝
良
し
た
る
地
主

は
租
税
を
支
掛
っ
て
H
1
彼
の
負
擦
と
は
な
ら
な
い
ι

理
、
で
あ
る
、
斯
く
て
租
税
は
誰
人
に
も
苦
痛
を
興
え
す
に
謀
せ

"
 

ら
れ
る
こ

t
、
な
る
。
誰
人
に
も
負
携
を
戚
せ
し
め
中
、
且
つ
産
業
を
阻
止
す
る
蕗

ωな
い
祖
枕
は
卸
も
、
自
然

の
命
中
る
蕗
で
あ
b
、
自
然
の
秩
序
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
、
以
上
の
純
枚
入
課
税
以
外
の
も
の
は
必
宇
再
生
産

を
阻
害
す
る
も
の
で
、
且
つ
二
重
融
税
正
な
り
、
租
枕
が
租
税
の
上
に
再
び
落
も
か
、
る
も
の
で
め
る
叫

グ
ヰ
ー
が
純
牧
入
の
七
分
の
こ
を
以
て
土
地
四
半
枕
の
率
ご
し
た
一

-
Z
は
前
に
越
ぺ
た
る
如
〈
、
官
時
の
偽
闘
西

の
強
算
の
質
情
に
基
〈
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
机
上
の
恨
定
で
は
な
か
っ
柁
の
で
あ
る
、
而
し
て
克
に
彼
が
純
枚

入
の
総
額
を
二
十
億
フ
ラ
ン
吉
見
積
っ
た
こ
古
も
、
土
地
の
耕
作
両
積
を
一
億
三
千
ア

U
N
a
A
Y
Z
L
、
三
千
部
の

人
口
を
養
ふ
た
め
年
々
玉
十
億
7
7
y
の
再
生
産
ゐ
る
を
見
て
・
此
中
か
ら
年
々
の
耕
作
費
等
の
投
下
資
本
二
十

Gide et Rist目 lbid.p. 44・Denis.lbid. p. 17~i. 

Gide et Rist. Jbid. p・45-46.

日間snay.Analyse. p・312.Ma.ximes. p. 3'::-9・

24) 
25) 

26) 



信
7

一
フ
ン
、
不
生
官
階
紋
よ
り
の
生
活
に
要
す
る
物
品
の
隣
入
費
十
億
7
-
フ
V
Z
し
て
、
差
引
純
枚
入
ニ
十
億
ア

-
7
y
ど
見
張
っ
た
げ
で
ゐ
っ
て
、
決
し
て
広
極
的
な
般
定
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

古

τケ
ヰ

1
仁
ゐ
つ
て
は
純
牧
入
課
税
は
自
然
の
秩
ぃ
仔
に
従
ふ
も

ω
で
あ
h
、
誰
人
の
負
鎗
ピ
な
る
も
の
で
も

な
く
、
誰
人
も
苦
痛
を
戚
宇
品
』
正
な
昔
課
税
で
め
る
が
、
斯
〈
の
如
当
課
税
を
牧
納
じ
柁
岡
家
は
之
を
如
何
な

る
方
面
に
使
用
す
べ
き
か
、
此
使
用
の
方
法
如
何
に
よ
h
τ
閥
家
十
紫
柴
な
ら
し
む
べ
き
か
否
か
い
V

品
川
た
れ
る
。

重
鹿
半
振
は
大
館
、
自
由
放
任
政
策
を
採
る
も
の
で
区
E
2
p
y
L
t
E日
冨
E
R
を
旅
峨
ご
す
る
が
、
然
し
此

訴
は
級

ω英
倒
的
自
由
放
任
論
者
己
回
者
一
h
h
闘
且
鉱
山

J

職
務
を
も
単
に
諦
犬
ゆ
如
〈
私
布
財
産
を
保
越
す
る
揃
L

限

ら
な
い
。
人
も
知
る
如
く
重
農
皐
一
蹴
の
根
ホ
主
朕
の
一

U
自
然
的
秩
序
を
認
め
之
じ
準
誠
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
行
錯

が
行
は
る
べ
し
ご
す
る
の
で
め
る
が
、
然
も
此
自
然
の
秩
序
な
る
も
の
は
、
総

τの
人
々
仁
嘗
然
仁
認
識
せ
ら
れ

る
の
で
は
な
〈
、
理
性
の
光
り
刷
出
か
ら
れ
た
る
人
々
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
岡
家
は
其
職
務
の
一
己
し

τ数
育
を
行

叫
同

ひ
、
人
々
の
理
性
を
蹄
き
自
然
の
秩
序
の
存
在
を
認
め
し
め
ね
ば
な
ら
凶
o

次
に
闘
家
の
職
務
は
、
私
有
財
産
の
紳
襲
を
唱
ふ
る
此
一
以
に
あ
っ
て
は
、
之
が
安
全
保
謎
を
第
一
ご
す
る
は
勿

論
で
あ
る
が
、
財
産
保
護
正
数
育
正
に
次
で
は
一
般
に
農
業
を
振
興
せ
し
む
る
た
め
の
農
業
政
策
を
採
る
こ
さ
で

ゐ
る
、
此
事
は
自
由
放
任
政
策
己
矛
盾
す
る
ゃ
う
で
ゐ
る
が
、
個
人
に
放
任
ぜ
し
め
て
は
結
局
錯
し
得

g
b
こ
芭

が
ゐ
る
、
例
へ
ば
運
河
hr
開
撃
し
、
港
紙
の
設
備
を
錯
す
こ

Z
等
は
岡
家
が
行
は
な
け
れ
ば
例
人
に
放
任
せ
し
め

て
は
容
易
に
銭
苔
れ
な
い
も
の
で
あ
る
・
此
蕗
に
於

τ個
人
の
自
由
ご
矛
盾
せ
す
し
て
農
業
を
繁
栄
な
ら
し
む
る

積
々
の
政
策
セ
採
る
こ

Z
が
岡
家
に
残
古
れ
た
任
務
ご
な
る
。

蹴

苑

部
二
十
丸
谷

第
一
蹴

五
五

ケ
ネ

1
伯
租
輯
理
論

五
五

Quesnay， Analyse. p・309.notc. J. c;t p. 310， 
Gide et Rist. p. 10， 42 
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設

苑

第

貌

E 
占，、

第
二
十
九
巻

ケ
ネ

I
白
租
脆
理
論

五

"ミ

国
家
の
職
務
が
以
上
り
如
〈
で
ゐ
る
な
ら
ば
、
純
般
入
課
税
の
使
途
も
亦
明
瞭
で
あ
る
、
以
上
の
職
務
の
執
行

に
費
古
る
、
以
外
の
も
の
は
岡
家
内
繁
栄
に
寄
拠
す
き
蕗
が
な
い
1

、
地
主
も
蓮
河
の
閲
盤
、
道
路
の
開
通
、
瀦
楓
仙

の
設
備
に
は
恩
恵
セ
変
る
こ
芭
大
で
め
る
か

ι自
ら
所
得
ご
な
れ
る
純
牧
入
を
之
等

ω使
途
に
向
け
租
税
の
足
ら

ぎ
る
蕗
h

官
補
ム
ベ
き
は
勿
論
で
め
る
。
農
民
以
外
に
「
不
生
産
階
級
へ
の
除
分
の
支
出
は
図
民
の
富
E
紫
柴
ご
に

有
害
な
る
脊
修
的
支
出
正
な
る
で
め
ら
う
。
蓋
し
農
業
に
ど
っ
て
不
利
盆
な
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
っ
て
占

鴎
民
じ
ピ

b
、
闘
中
部
仁
正
う

τ有
也
で
、
農
業
に
利
盆
な
も
の
は
国
民
に
も
国
家
に
も
有
利
で
ゐ
る
、
土
地
所
有

の
安
全
が
装
闘
政
治
の
自
然
的
秩
序
の
本
質
的
保
件
で
あ
る
事
が
地
主
を
し
て
彼
等
の
宮
山
り
増
加
E
枇
曾
の
一
般

的
目
安
置
ど
の
震
に
支
出
を
な
苫
[
h
u
る
所
以
で
あ
る
。
同
純
山
収
入
課
税
の
使
途
は
以
上
の
如
き
も
の
Z
し
て
、
果

し
て
此
軍
一
一
枕

ωみ
を
以
て
、
ゲ
ヨ
平
!
の
計
算
せ
る
如
'
¥
岡
家
内
歳
出
を
殆
ん
Y
」
全
部
補
ひ
得
る
も
の
で
あ
ら

う
か
、
ケ
ヰ

1
の
単
一
税
に
劃
す
る
反
割
論
は
先
づ
此
貼
よ
b'
起
る
。

五

税
の
反
封
さ
騨
護

土
地
¥'(1. 

重
農
地
中
振
の
軍
一
司
枚
目
目
白
U
2
百
五
百
に
封
し
て
反
動
し
た
第
一
の
人
は
嘗
時
の
文
一
一
家
ゲ
ォ

F
7
1
W
A
F♂一-

宮
山
司
の
で
あ
っ
た
o
彼
は
其
著
「
阿
ト
T
Z
!
の
人
」

F
d
o
E
S
O
E
M
A
E『

E
Z
P
5・
ミ
ゃ
・
の
中
で
調
刺
的
に

土
地
車
税
論
の
矛
盾
合
通
べ
て
み
る
。

睦

一
品
キ
ュ
ー
は
三
リ
l
プ
ル
に
市
品
か
b

・
四
十
品
キ
ュ
ー
は
百
二
十
p
l
プ
ル
て
此
甑
は
此
抵
の
メ
ル
シ
ェ
l
、下、↑一フ、リピエールが、

重
良
面
白
主
訟
せ
る
枇
合
に
於
て
各
人

μ
一
年
。
止
存
を
保
う
に
充
分
な
る
甑
に
憤
る
と
一
再
ワ
た
も
白
で
あ
る

h
u

Quesnay， Analyse dn tableau economique. p. 319. 
Higgs. Physiocrats. p. Ir3 

80) 

31) 



彼
は
四
十
且
キ
ブ
1
の
牧
入
を
以
て
辛
う
じ
て
生
活
を
支
へ
、
然
、
も
農
民
な
る
を
以
て
純
枚
入
に
視
稜
を
諌
せ

ら
れ
痩
せ
衰
へ
た
る
百
姓
正
、
肥
大
撲
に

τ馬
車
を
踊
る
商
人
正
の
路
上
の
樹
話
を
越
て
後
者
が
其
財
産
を
政

府
諮
券
及
び
手
形
に
て
所
有
せ
る
た
め
、
官
宅
も
租
税
を
説
せ
ら
る
、
こ
ぜ
な
き
に
反
L
、
前
者
は
些
少
の
土
地
を

有
L
耕
作
努
働
に
従
事
せ
る
た
時
却

τ、
貫
農
振
の
所
調
土
地
軍
一
一
枕
を
探
せ
ら
れ
貧
窮
の
裡
仁
あ
る
争
調
刺
的

却

に
越
ぺ
花
。

グ
オ
ル
ア

1
w
の
所
説
は
土
地
軍
一
税
争
調
刺
す
る
に
止
ま
つ
花
が
、
酔
同
時
有
カ
な
る
反
掛
輸
は
、
官
一
農
恩
械

が
枇
曾
階
級
の
中

h

何
故
に
一
階
級
の
み
に
課
税
す
る
こ
吉
、
し
た
か
、
何
段
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
平
等
に
負
檎
せ

し
め
な
い
の
で
ゐ
る
か
ピ
云
ふ
に
あ
っ
た
。
貧
農
事
涙
は
地
反
割
論
に
容
ふ
る
に
、
租
税
の
理
想
は
平
等
に
課
す

る
E
一
お
ふ
ニ
ピ
で
叫
な
〈

τ、
出
来
得
る
な
ら
ば
詩
人
に
も
鵡
枕
せ
な
い
さ
云
ふ
こ
芭
で
あ
る
、
此
理
想
に
到
達

す
る
こ
さ
が
不
可
砲
で
ゐ
ち
課
税
が
不
止
得
る
・
』
ご
で
あ
る
な
ら
ば
誰
人
に
も
負
擦
の
痛
津
や
戚
や
し
め
な
い
γ

方

法
に
依
る
を
最
良
策
E
す
る
、
そ
れ
に
は
純
枚
入
に
課
税
す
る
の
他
は
な
い
、
純
収
入
に
課
税
さ
れ
党
地
主
は
何

等
生
活
を
縮
少
す
る
こ
ピ
な
〈
、
叉
勝
家
の
再
生
産
に
制
限
を
加
へ
ら
れ
る
こ
ピ
な
〈
し
て
支
耕
ひ
得
る
、
地
主

以
外
の
他
の
階
級
は
課
税
せ
ら
む
れ
ば
、
ぞ
れ
H
L

り
生
活
ぞ
縮
少
し
消
費
を
節
約
せ
な
け
れ
ば
な
ら
民
か
ら
負
憶

が
痛
切
仁
成
壱
ら
れ
る
・
叉
理
論
上
、
地
主
以
外
的
階
放
の
課
税
は
結
局
純
牧
入
の
上
仁
務
も
か
、
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
土
地
第
一
税
は
租
税
の
理
強
に
最
も
近
い
も
め
で
ゐ
る
ご
云
弘

反
劃
論
の
第
二
は
軍
一
税
の
み
で
は
闘
家
の
財
政
を
支
排
す
る
仁
不
足
す
る
で
は
な
い
か
ご
云
ふ
に
あ
る
o
重

農
事
振
は
之
に
劃
し
て
次
の
如
〈
答
へ
る
。
今
若
し
茸
農
準
波
の
主
張
せ
る
経
済
組
織
が
質
現
さ
れ
・
人
々
自
然

股

苑

五
士

第

観

n: 
七

ケ
ホ
S

O
租
輯
班
瞳

第
二
十
丸
笹

Higgs， Ibid. p. 114-u6. 
Well]ersse， Le mouvement physiocratjql.le ，en :France de 1756 a 1770. 

vol. 11. p目 346.
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誼

;;e 

第

誠

五
入

第
二
十
九
谷

ケ
ネ
ー
の
租
枕
理
論

五
J、

の
秩
序
仁
従
ふ
て
農
業
に
従
事
す
る
な
ら
ば
、
土
地
よ
b
生
中
る
純
枚
入
の
額
は
非
慌
に
増
加
す
る
で
あ
ら
う
、

従
っ
て
租
枕
の
額
も
上
る
べ
〈
.
且
つ
単
一
一
枕
ご
な
れ
ば
租
税
徴
牧
費
の
葉
大
な
節
約
ピ
な
る
か
ら
此
積
械
消
極

繭
方
而
ょ
、
り
し
て
、
閥
白
棋
の
財
政
を
支
排
『
る
に
充
分
で
あ
る
o

更
に
他
而
か
ら
考
へ
る
ピ
税
税
を
以

τ岡-Mmの

必
要
に
路
4
Y
る
や
う
に
徴
牧
す
る
こ
ご
は
設
で
あ
っ
て
反
動
に
国
家
の
必
要
を
岡
宮
の
牧
入
山
肌
隙
じ
遡
鵬
せ
し
む

る
こ
ピ
が
財
政
め
第
一
要
議
で
め
る
。
加
ふ
る
に
土
地
説
税
は
自
然
の
秩
序
の
命
中
る
彪
で
あ
り
共
半
も
合
理
的

で
あ
る
が
、
共
他
的
謀
税
は
徴
牧
者
の
蔀
怠
じ
裁
き
不
安
定
で
あ
り
且
つ
不
合
理
的
で
あ
る

t
o
V土
地
車
一
税

で
財
政
を
支
品
川

L
て
不
足
を
生
時
T

な
い
1
t
云
ふ
重
鹿
半
減
の
主
張
は
後
に
遁
h
A

る
如
〈
獅
逸
バ

1
デ
V
J

に
於
℃
も

寅
行
ぜ
ら
れ
た
蕗
で
ゐ
り
、
且
つ
仰
蘭
函
革
命
嘗
時
の
憲
法
議
曾
は
、
土
地
鼠
一
税
制
度
を
会
部
採
則
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
歳
出
を
五
億
プ
一
ブ
ン
仁
制
限
し
、
其
竿
1
7
に
嘗
る
武
億
四
千
前
向
ア
ラ
V

を
土
地
純
股
入
謀
枕
r
h

仰
い

H
H
-
」
さ
は
人
の
よ
〈
知
る
蕗
で
あ
る
。

軍
農
事
涙
降
磁
の
蛍
時
問
題
己
な
っ
た
の
は
農
産
物
の
総
額
立
。
ι
長
耳
己
的
ち
生
産
投
を
控
除
せ
な
い
も
の

に
劃
し
て
十
分
り
一
一
枕
色
目
。
を
課
す
る
こ
さ
の
可
否
で
ゐ
っ
た
υ

重
農
事
娠
は
生
産
品
耳
を
控
除
し
た
残
額
た
る

純
牧
入
に
七
分
の
二
の
課
税
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
か
ら
此
十
分
の
一
就
仁
は
反
謝
で
あ
っ
台
。
若
し
総
額
に
訴

す
る
ニ

Z
、
す
る

Z
土
地
の
良
好
で
な
い
も
の
は
生
産
柴
が
苔
む
か
ら
此
租
税

ω負
擦
は
容
易
で
な
い
ヘ
総
額
の

十
分
の
一
で
は
あ
る
が
時
に
は
純
枚
入
の
全
部
に
該
嘗
す
る
場
合
が
生
中
る
‘
斯
〈
て
は
人
々
は
良
好
な
ら

5
る

土
地
の
耕
作
合
会
〈
楽

M
Mニ
芝
、
な
h
農
業
の
衰
視
を
来
す
口
此
十
分
切
一
税
は
嘗
時
大
農
業
岡
正
し
て
欧
洲

人
士
の
注
目
を
惹
い
た
支
那
の
制
度
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
が
、
以
上
の
主
旨
に
よ
っ
て
重
度
等
振
は
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之
を
駁
帥
草
し
た
の
で
ゐ
っ
た
。

次
に
重
農
島
一
-
一
蹴
の
所
誌
に
従
っ
て
土
地
車
一
税
を
課
す
る
附
は
徴
税
が
頗
る
容
易
で
あ
る
か
に
見
え
る
、
乍
然

彼
等
が
租
税
の
叫
割
象
正
す
る
純
牧
入
は
総
生
産
額
か
ら
生
産
費
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
生
産
費
の
算

出
に
嘗
っ
て
積
々
り
不
正
が
行
は
れ
る
徐
地
が
ゐ
る
、
小
作
せ
し
め
て
ゐ
る
地
主
は
小
作
人
吉
共
謀
し
て
小
作
料

を
過
大
に
巾
告
し

τ純
般
入
を
過
少
た
ら
し
め
ん
正
す
る
の
恨
が
あ
る
、
そ
れ
で
チ
ユ
戸
ゴ

l
す
ら
一
七
六
四
年

仁
は
「
此
土
地
車
一
一
杭
は
金
〈
賀
行
不
可
能
で
あ
ち
、
科
人
は
純
牧
入
を
際
出
陣
す
る
こ
ピ
に
興
味
を
も
っ

T
ゐ
Z
U

E
云
つ

C
此
賀
行
を
臨
時
し
た
混
で
あ
っ
た
、
乍
然
重
良
川
半
減
は
此
徴
税
技
術
に
闘
し

τは
其
涯
逃
り
小
作
料
ピ

比
較
す
る
じ
よ
っ
て
容
易
に
脱
税
せ
ん
ご
す
る
地
主
を
磁
見
す
る
こ
ご
が
出
来
る
ピ
答
へ

τゐ
る
叫
ヌ
重
農
事
淑

は
農
業
は
唯
一
の
生
産
業
で
あ
る
か
ら
之
を
愛
せ
よ
ご
云
ひ
乍
色
、

一
方
土
地
に
の
み
課
税
す
る
は
矛
盾
す
る
に

あ
ら
十
や
、
英
岡
仁
於
て
は
附
代
Z
共
に
地
主
の
所
得
精
加
せ
る
じ
か
、
わ
ら
や
、
土
地
課
税
は
少
し
も
引
上
げ

ら
れ
す
、
反
劃
に
平
和
的
時
に
は
低
下
し
た
質
例
が
あ
る
、
斯
〈
て
こ
品
農
業
を
愛
L
之
を
錠
興
せ
し
む
る
所
以

で
ゐ
る
、
反
之
土
地
草
枕
論
の
如
き
は
農
業
を
一
一
波
頭
せ
し
む
る
こ
ご
、
な
る
己
非
難
す
る
。
乍
然
此
非
難
に
謝
し

τは
重
良
県
中
波
は
次
の
知
〈
答
へ
る
・
土
地
か
ら
後
生
す
る
純
牧
入
に
就
注
地
主
か
ら
租
税
を
徴
牧
し
て
も
、
其

租
税
は
主
Z
し

τ耕
作
の
使
盆
の
た
め
使
用
古
る
、
も
の
で
道
路
、
運
河
の
閲
襲
等
、
倒
人
の
銭

L
得
Y
る
ニ
ピ

が
之
が
た
め
鋳
3
れ
る
.
然
も
一
方
純
牧
入
の
み
に
課
税
す
る
の
で
あ
る
か
ら
農
民
的
年
b
の
再
生
産
の
投
下
資

本
に
は
少
し
も
関
係
が
な

ν・
従

τ農
耕
の
設
備
が
盆
々
完
備
す
る
に
従
つ

τ、
純
欣
入
は
増
加
す
る
傾
向
が
ゐ

話

;;" 

五
九

ケ
ネ
!
の
租
肱
班
諭

第

班

第
二
十
九
巷

五
ブL

Welllersse. Ibid. vol. 11. p. 337 
Wt:ulersse. p. 338 

Weulersse. p・342，343目
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詑

苑

ク
ネ

1

0
租
積
曜
論

第
ニ
+
九
谷

六
O

停

現

O 

b
、
決
し
て
農
業
を
衰
頑
せ
し
む
る
も

ω
で
は
な
い
正
。
叉
或
反
蝋
割
論
者
は
農
民
階
紋
の
寅
庫
た
る
土
地
に
課
税

す
る
な
ら
ば
之
ご
同
じ
意
味
の
工
業
家
り
工
場
、
商
人
的
底
舗
仁
課
税
せ
な
い
の
は
不
合
理
で
ゐ
る
E
。
乍
然
此

駁
盤
は
重
良
一
似
の
根
本
思
想
を
解
せ

F
る
蕗
か
ら
来
る
、
章
一
農
振
に
Z
つ
て
は
農
業
の
み
生
産
業
で
あ
り
、
純
牧

入
を
鷲
す
が
、
商
業
工
業
は
不
生
産
業
で
め
h
、
岡
宮
を
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
、
放
に
土
地
の
み
に
課
税
す

る
も
何
等
の
不
平
等
を
一
市
す
も
の
で
は
な
い
。
又
成
人
は
等
し
〈
農
民
階
統
古
一
疋
ふ
中
に
は
庭
事
企
業
家
が
あ

品
、
彼
は
農
民
の
崎
常
備
を
配
合
し
て
多
↑
額
的
牧
盆
を
得
て
ゐ
る
、
然
る
に
租
税
は
地
主
に
の
み
諜
せ
ら
れ

t
、
之

等
の
企
業
家
に
謀
せ
ら
れ
な
い
の
は
不
合
理
で
は
な
い
か
古
非
難
す
る
o
乍
然
重
血
属
事
端
酬
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
之

等
山
鹿
一
帯
企
業
家
は
其
本
質
上
、
商
工
-
業
の
企
業
家
ご
同
じ
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
宮
を
移
轄
す
る
H
H
け
で
、
創
造

す
る
も
の
で
は
な
い
、
彼
等
は

E
額
の
牧
盛
を
得
る
に
し

τも
、
そ
は
儲
り
る
の
で
あ
っ
て
生
産
す
る
の
で
は
な

ぃ
、
従
1
彼
等

ω牧
盆
は
地
主
の
枚
盆
ご
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
彼
等
の
牧
盆
も
結
局
は
土
地
か
ら

生
産
せ
ら
れ
る
純
牧
入
の
誕
形
せ
る
も

ω
に
過
ぎ
な
い
、
依
に
其
根
源
た
る
純
枚
入
に
課
税
す
れ
ば
、
之
が
移
穂

し
た
に
過
ぎ
な
い
鹿
の
彼
等
の
牧
盆
じ
は
課
税
す
る
に
は
及
ば
な
い
こ
ピ
に
な
る
。

.品.
J、
結

言

カ
ー
ペ

ク
ニ

I
R
編
纂
『
バ

1
デ
Y

の
カ
l
w
、
フ
リ

1
ド

9
ッ
ヒ

E
ミ
ラ
ポ

1
1
Aぴ
デ
A

ポ
ン

E
の
書
簡

往
復
集
」
の
中
仁
、

一
七
六
九
年
十
月
十
七
日
附
バ

1
デ
V

王
カ
j

y
、
フ

9
1ド
y
ツ
ヒ
の
ミ
ラ
ポ

1
に
宛
て



た
租
税
の
原
理
を
質
問
せ
る
書
簡
及
び
之
に
答
ふ
る
ミ
ラ
ポ
!
の
手
紙
、

一
七
七

O
年
三
月
三
十
一
日
附
ミ
ラ
ポ

1
の
間
接
税
を
厳
止
し
て
宜
接
税
を
以
て
之
に
代
ゆ
る
ぺ
量
を
数
へ
た
手
紙
が
載
っ
て
ゐ

au
バ
1
デ
ン
王
カ

1

Y
7
9
1
ド
リ
ッ
ヒ
は
仰
蘭
西
の
重
農
事
減
の
原
理
を
己
が
所
領
に
賞
現
せ
ん
ご
し
た
人
で
あ
っ
た
、
蛍
時
の
バ

1
J
7
y
に
於

τは
田
闘
は
荒
厳
に
腕
し
、
土
地
は
子
供

ω数
に
感
じ

τ分
割
せ
ら
る
¥
か
た
め
、
地
主
は
盆
々
小

地
主
ご
な
る
傾
向
が
ゐ
h
、

7
T
l
の
所
説
大
庭
的
耕
作
の
如
き
は
忠
ひ
も
よ
ら
な
が
っ
た
朕
峰
で
ゐ
h
J
、
農
民

は
・
手
う

ιτ
生
活
セ
維
持
す
る
に
け
で
純
枚
入
4

信
感
げ
ゐ
ニ
.
し
は
出
来
な
か
っ
た
。
従
て
亦
.
岡
王
山
観
枕
枇
入

も
少
〈
王
自
ら
困
ら
玄
る
を
得
な
か
っ
た
、
此
時
王
は
仰
陥
商
に
重
良
皐
滅
的
降
盛
な
る
を
崎
き
、

共
印
刷
試
を
明

先
L
、
ミ
一
ア
ポ
1
及
び
デ
土
浦

y
t
手
紙
を
往
復
し
て
放
を
受
け
一
七
七
一
年
六
月
に
は
微
行
し

τ巴
盟
に
ミ
ラ

。

ミ-一フポ

l
よ
h
彼
の
「
租
税
理
論
」
叶
『
品
。
氏
m
p
-
J
E間
以
常
を
奥
え
ら
れ
た

E
云
ふ
。

ポ
ー
を
訪
れ
、

ア
ダ
ム
・
1

司
、
、
ー
は
「
土
地
の
生
産
物
を
以
て
各
闘
の
所
得
Z
官
の
唯
一
の
根
源
ご
せ
る
此
制
度
は
、
予
の
知
る

限
h
・
如
何
な
る
国
民
に
よ
っ
て
も
採
用
せ
ら
れ
た
る
事
な
く
、
現
今
で
は
仰
蘭
西
に
於
け
る
少
数
的
偉
大
な
る

川
制

等
者
品
曜
の
思
索
じ
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
L

E
一
耳
ひ
、
又
バ

1
ぜ
戸
大
事
経
済
摩
奥
数
授
エ
ド
ガ

1
w
、
ず

y

y

氏
の
近
著
「
経
焼
事
詑
・
児
」
じ
も
此
土
地
車
一
一
枕
の
制
度
は
賞
現
せ
ら
れ
な
か
っ
た
ご
一
五
っ
て
ゐ
る
が

H

之
は
恐

ら
〈
諜
で
ゐ
h
、
現
仁
バ

1
デ
y
王
カ

i
u戸、

プ
吋

1
ド
y
ツ
セ
は
一
七
七

O
年
に
彼
の
所
領
巴
注
目
口
問
3
・

H
F
g
g
m
O
F
F
-
z
m
E
の
三
村
落
じ
質
現
せ
し
め
、
此
中
デ
ィ
I
F
Y
Y
グ

ν
村
の
重
農
制
度
は
一
七
九
二
年
迄

賀
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

話

苑

J、

第

貌

ケ
ネ

1
骨
粗
勤
理
論

第
二
十
九
巻

Carl Knies， C町 1Friedri-chs von Raden Brieflicher Verkehr mit Mira-
beall tmd DlI Pont. Bd. 1. ，892. S 】0-17，2ト s.
相l著「貫農抵経済串白人々」第五寧 r1跡蜘回以外K於ける重良型蹴の人々J
の章事問。
Adam 'S'mith， Wealth of Nations. Cannan's ed.， vol. 1I. p. 16[. 
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詑

第
二
十
九
巻

，、

第

抗

6IU 

ケ
ホ
ー
の
租
枕
則
前

位

伊
武
利
に
於
で
は
ト
ス
カ
ヨ
白
制
主
レ
オ
ボ
ル
ド
二
世
dm
亦
仰
刷
閥
抗
陸
阜
揖
白
熱
心
な
る
信
奉
者
の
一
人
と
、
ミ
ラ
ポ
ー
と
川
崎
克
あ
り
、

ト
ス
カ
ナ
の
負
的
償
却
の
た
め
償
却
枕
斗

E
E
去
目
【
凶
作

E
5
5
0
E設
け
た
が
不
足

f
あ
っ
た
の
で
京
農
串
成
山
所
品
に
従
っ
て
則
政
由
立
証
し

を
行
っ
た
と
一
百
は
る
、
彼
自
白
開
政
治
は
『
レ
オ
ポ
ル

Y
二
世
統
治
下
山
ト
丸
刈
ナ
由
政
治
』
一
七
九

O
年
に
秘
的
て
述
べ
ら
れ
、
後
に
ギ

i
セ
ン

大
阜
の
グ

u
t
メ
政
投
に
よ
っ
て
制
治
訴
が
山
て
ゐ
る
。

斯
〈
の
仰
〈
ケ
ヰ
ー
を
創
始
者
ご
せ
る
貰
鹿
島
ヤ
戸
川
の
土
地
軍
税
論
は
ア
ダ
ム
、
う
ミ
λ

の
批
評
せ
る
如
〈
机
上

の
空
論
で
は
な
く
、
小
範
闘
で
あ
っ
た
が
、
賞
現
令
見
た
の
で
あ
る
o
尤
も
今
日
の
租
税
理
論
よ
り
す
れ
ば
グ
ヰ

l
等
の
所
説
は
甚
だ
偏
局
せ
る
も

ωで
は
ゐ
ら
，
ヲ
が
、
官
時
の
重
農
思
想
h
z
背
赴
ご
し

τ見
る
時
は
、
此
事
訟
も

亦
、
史
的
興
味
な
し
ご
は
云
へ
な
い
。
遮
首
長
、
後
年
へ
ン

p
l、
ジ
ョ
ー
ク
が
、
財
政
的
見
地
芯
誕
り
枇
曾
改
良

の
立
川
婦
が
ら
で
は
あ
っ
た
が
、
重
農
学
一
似
の
土
地
軍
一
一
枕
を
再
び
諭
泊
に
復
活
せ
し
め
た

ωも
此
制
度
に
合
め
る

思
想
に
何
等
h
r

の
陥
一
不
を
得
花
、
め
で
あ
ら
う
。

Edgar Salin. Gcschichte der Volks¥'artschaftslehrc. 1929. s. 40. 

Higgs， Physiocrats. p. 86 

Gide et Rist. p. 51， 52 
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